
【障害学生支援】 

 

 

（1）施設的支援 

   本学の施設的支援は以下のとおりです。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）精神的支援 

   臨床心理士の資格を有する相談員を配置し、障害学生に対して精神的なアドバイスが 

できるようにしています。 

 

 

（3）就職支援 

大学が社会への出口であることを理解させ、自己の障害、できること、できないこと、 

必要なサポート、そのサポートの受け方などを正しく身に付けさせることが、とても 

重要であると考えています。 

就職を希望する地域のハローワーク、学生職業センターに障害学生としての求人登録 

をすること、またハローワークや民間の人材紹介会社等が主催する障害者対象面接会 

等の情報を学生に提供し、学生が自分自身で就職活動できるよう支援します。 

 


